
国立新美術館エントランス等一時使用等取扱規則 
 

令和６年６月１０日 
館 長 裁 定 

 
 （目的） 
第１条 この規則は、国立新美術館（以下、「館」という。）が、館の管理運営に支障を生じない範

囲において、エントランス等施設を一時使用等させるに当たり必要な事項を定めることを目的

とする。 
 
 （定義） 
第２条 この規則における用語の定義は、次の各号のとおりとする。 
 一 一時使用等 次号に掲げる使用者等が、館の承認を得て、館の施設を一時的に使用又は占

用すること並びに館の建物及び敷地において行う撮影をいう。 
 二 使用者等 一時使用等ができる者は以下のとおりとする。 
  ア 本部事務局、国立アートリサーチセンター、中間生成物保存活用委託事業事務局（仮称）、

東京国立近代美術館、国立工芸館、京都国立近代美術館、国立映画アーカイブ、国立西洋

美術館及び国立国際美術館 
  イ 館と展覧会を共同で開催している者 
  ウ 館で展覧会を開催する全国的な活動を行っている美術団体等（以下、「公募団体等」と い

う。） 
  エ 国、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）に基づき設置された法人（独立

行政法人国立美術館を除く。）、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）に基づき設

置された法人及び地方公共団体 
  オ 前アからエに掲げる者のほか、文化芸術の振興に関する活動を行う者 
  カ 前アからオに掲げる者以外の者で、館長が認める者 
 三 施設 一時使用等ができる施設は別表１のとおりとし、それ以外の施設については館が特

別に認めた場合のみ使用できるものとする。 
 四 イベント等 館以外の者が行う展示会、発表会、カンファレンス、パーティー等の特定の

者を対象とした継続性のない催事をいう。 
 五 撮影 館以外の者が商業目的で行う撮影及び館の占用を伴う撮影をいい、報道目的の撮影

は含まない。 
 
 （一時使用等可能日時） 
第３条 一時使用等ができる日時は、休館日の１０時から２０時までとする。 
２ 前項に定めた時間以外の一時使用等については美術館と協議の上、館が認めた場合のみ可能

とする。 



 
 （使用承認） 
第４条 一時使用等を希望する者は、別表２に定める期間に館長に申請し、使用の承認を得なけ

ればならない。 
２ 館長は、申請された一時使用等が、施設の管理運営上支障がなく、次条に定める条件に該当

しないと認められる場合には、一時使用等を承認することができる。 
３ 館は、使用希望の申請の重複その他の場合において、使用の承認に当たり必要な調整を行う

ことができる。 
 
 （一時使用等の不承認） 
第５条 館長は、一時使用等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、一時使用等

を承認しないものとする。 
 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 
 二 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。 
 三 館の業務に支障をきたすおそれがあると認められるとき。 
 四 美術作品及び関連資料等に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。 
 五 建物、施設及び関連設備に損害を与えるおそれがあると認められるとき。 
 六 一時使用等を希望する者及びその関係者が、館の職員及び管理運営業務受託業者の指示に

反するおそれがあると認められるとき。 
七 政治的活動、宗教的活動又は勧誘等迷惑行為を行うおそれがあると認められるとき。 

 八 その他、一時使用等を承認することが適当ではないと認められるとき。 
 
 （承認の取消又は一時使用等の中止等） 
第６条 館長は、使用者等が一時使用等の承認後に前条各号のいずれかに該当すると認められる

ときは、一時使用等の承認の取消又は一時使用等の中止を命じることができる。 
２ 館長は、天災地変、暴動、火災、疾病又は施設に生じた事故等により、館の運営管理及び人

命に関わる安全確保が必要と認められるときは、使用者等の同意なく、一時使用等を行わせな

いことができる。 
 
 （一時使用等の取止等） 
第７条 使用者等は、自己の都合により一時使用等の申請を取り消し又は承認を受けた一時使用

等を取り止めることができる。 
２ 使用者等は、前項の取り消し又は取り止めに当たっては、書面（電子的方法を含む。）により

館に申し出るものとする。 
 
 （原状回復） 
第８条 使用者等は一時使用等の終了時には、使用者等の責任及び負担において設置した工作物



等の一切を撤去し、使用した施設（施設に付帯する什器、備品等の配置を含む。）を原状に復さ

なければならない。 
 
 （使用料等） 
第９条 一時使用等に係る料金は別表３のとおりとする。 
２ 使用者等は、原則、一時使用等を行う日（複数日に及ぶ場合はその初日。以下同じ。）の５日

前（休日を除く。）までに、館の発行する請求書に基づき使用料の全額を納付しなければならな

い。 
３ 使用料は、一時使用の開始から原状回復を行い一時使用が終了するまでのすべての時間に対

して課すものとし、夜間に使用者等が一時退館する場合には、一時使用等を行う施設の施錠を

行うことを条件として、別表３の夜間保管に係る使用料を適用する。 
４ 納付された使用料は返還しない。ただし、第６条第２項の規定により一時使用等を行うこと

ができない場合には、原則、全額を返還する。 
５ 使用者等は、使用料を納付する前に、第７条第２項の規定に基づき承認を受けた一時使用等

を取り止めるときは、別表４に定めるキャンセル料を納付しなければならない。 
６ 館は使用者等が承認された使用時間を超えて一時使用等を行った場合、超過時間に応じた使

用料及び超過により生じた業務等に係る費用を、使用者等へ請求する。 
７ 使用料及びキャンセル料の納付は、原則、銀行振込によるものとし、振込に係る手数料は使

用者等が負担する。 
 
 （免責及び損害賠償） 
第１０条 使用者等は、一時使用等によって自己、参加者 又は第三者に生じた損害、盗難及び破

損事故その他すべての事故について、一切の責任を負うものとする。ただし、事故の発生が館

の故意又は重過失によるものと認められるときは、この限りでない。 
２ 使用者等は、使用を承認された施設その他建物及び設備機器等を滅失又は毀損した場合は、

当該滅失又は毀損による損害に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただ

し、館の指示に従い直ちに原状回復した場合は、この限りではない。 
３ 前項のほか、この規則を遵守しないことにより館に損害を与えたときは、その損害に相当す

る金額を損害賠償として支払わなければならない。 
４ 使用者等は、第６条第１項の規定により一時使用等の承認の取消又は一時使用等の中止があ

ったときは、その取消又は中止に係る損害賠償を求めることはできない 
 

（秘密保持） 

第１１条 使用者等は、施設の一時使用等により知り得た館の秘密情報を、一時使用等のために

のみに使用し、かつ館の同意なく第三者に開示又は漏洩しないものとする。ただし、次の各号

いずれかに該当する情報は除く。 
一 開示されたときに相手方が知得していたもの 



二 開示されたときにすでに公知であったもの 
三 開示された後で相手方の帰責事由なく公知になったもの 

２ 使用者等は、施設の一時使用等により知り得た館の情報について 、一時使用等の終了後直ち

に消去、削除 又は破棄しなければならない 。 

 

 （その他） 
第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。 
 
 
   附 則 
１ この規則は、令和６年７月１日から施行する。 
２ この規則の施行に伴い、国立新美術館エントランス等使用取扱要領（平成１８年９月１日館

長裁定）及び国立新美術館映画等撮影取扱要領（平成１８年９月１日館長裁定）は廃止する。 
３ この規則の施行の日以前に受理した一時使用等については、国立新美術館エントランス等使

用取扱要領及び国立新美術館映画等撮影取扱要領を適用する。 
  



別表１ 施設 
施設名 

一階エントランスロビー 

二階ホワイエ 

三階ホワイエ 

野外テラス 

正面玄関広場 

 
別表２ 一時使用等申請期間 

 申請期間 

イベント等 使用日の 12 か月前～8 週間前 

撮影 使用日の 3 か月前 ～2 週間前 

 
別表３ 一時使用等に係る料金 

 使用可能時間内 
（1 時間あたり） 

使用可能時間外 
（1 時間あたり） 

夜間保管 
（1 時間あたり） 

イベント等 330,000 円 418,000 円 41,800 円 

撮影 
スチール撮影 66,000 円 88,000 円  

映像撮影 132,000 円 165,000 円  

 
別表４ キャンセル料 

 
キャンセル料発生日 

使用日の 
6 か月前 

使用日の 
3 か月前 

使用日の 
1 か月前 

使用日の 
2 週間前 

使用日の 
5 日前 

イベント等 
使用料 

1 時間分 
使用料の 
2 時間分 

使用料の 30%  
又は 3 時間分 
の大きいほう 

使用料の 50% 
又は 5 時間分 
の大きいほう 

使用料の 
100% 

撮影   
使用料の 

10% 
使用料の 

30% 
使用料の 

100% 
 


